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公有財産の取得、管理及び処分に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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公有財産の取得、管理及び処分に関する規則の一部を改正する規則

公有財産の取得、管理及び処分に関する規則（平成�年島根県規則第�号）の一部を次のように改正する。

第��条第�項各号列記以外の部分中「普通財産」を「普通財産を貸し付けることができる期間」に、「期間を超えて貸

し付けることができない」を「期間とする」に改め、同項第	号中「第�
条」を「第��条」に、「��年」を「��年未満」

に改め、同項第�号中「��年」を「��年以内」に改め、同項第�号中「��年」を「��年以内」に改め、同項第�号中「�

年」を「�年以内」に改め、同項第�号中「�年」を「�年以内」に改める。
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この規則は、公布の日から施行する。

号外第�
号 平成��年�月��日 ()
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公有財産の取得、管理及び処分に関する規則の一部を改正する規則 （管 財 課）
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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◇���������� !"#$%&'���()*+,&'��（規則第�
号）

� 規則の概要

借地借家法の改正に伴い、財産の貸付期間について所要の改正を行うこととした。（第��条関係）

	 施行期日

公布の日から施行することとした。
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印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
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